
お問い合わせ 鹿児島県中小企業団体中央会 総務企画課 099-222-9258

地 域 別 交 流 懇 談 会

氏 名 組合名または企業名 役 職 名 懇談会 懇親会

中央会 総務企画課 行 令和 5 年 月 日

( FAX:099-225-2904 )

※ 9月15日(金)締切 連絡先: ( )

※「懇談会」「懇親会」の欄に○または×のご記入をお願いします。

中央会では、県下各地域で中小企業の活力強化等を目的とした懇談会を開催していますが、
今般、下記のとおり「大隅地区」にて実施いたします。
今回は、いよいよ開始目前となったインボイス制度と、来年1月から全面施行となる改正

電子帳簿保存法に関して、制度のおさらいや今後の対応等について、税理士法人さくら優和
パートナーズの貫見昌良氏をお招きし、分かり易く解説していだたきます。

【インボイス制度】

✓ 令和5年度税制改正での変更点は？
✓ 請求書等に何を記載すればいいの？
✓ 仕入税額控除の要件は？経過措置は？
✓ 免税事業者はインボイス登録すべき？
✓ 免税事業者の取引先への対応は？ など

① 16：00 ～ 17：30
テーマ： 開始迫る！

待ったなしのインボイス直前対策と電子帳簿保存法
講  師： 税理士法人さくら優和パートナーズ 所長 貫見昌良 氏

② 17：30 ～ 18：00
テーマ： 国の補助金制度について（中央会）

令和 5 年 9 月 27 日（水）

かのやグランドホテル

開催日

会 場
（鹿屋市共栄町12-3 TEL 0994-44-5511）

内 容 ⑴ 講演会 16：00 ～ 1８：00 

⑵ 懇親会 18：00 ～ 19:30 ※ 会費 お一人 3,000円

制度開始直前期、こんなお悩みをお持ちの方はぜひご参加ください！

【改正電子帳簿保存法】

✓ 来年1月から何が変わるの？
✓ 3つの保存区分ごとの要件は？
✓ どのようなデータを電子帳簿として保存
すればいいの？

✓ 専用システムがなくても対応できる？ など

（大隅地区）開催のご案内
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